
平成１５年（行ケ）第４０６号　審決取消請求承継参加事件
平成１５年１１月２７日判決言渡，平成１５年１１月１１日口頭弁論終結
（被参加事件・平成１４年（行ケ）第２８９号　審決取消請求事件）

　　　　　判　　　　決
　原　　　　　　告　　新日本製鐵株式会社
　訴訟代理人弁護士　　上谷　清，宇井正一，笹本　摂，山口健司，弁理士　亀松
　宏
　参　　加　　人　　　ＪＦＥスチール株式会社
　訴訟代理人弁理士　　鈴江武彦，河野哲，中村誠，幸長保次郎，堀内美保子
　訴訟復代理人弁理士　川下洋一郎
　被参加事件被告（脱退）　ＪＦＥエンジニアリング株式会社（旧商号・日本鋼管
株式会社）
　
　　　　　主　　　　文
　特許庁が無効２０００－３５３９１号事件について平成１４年４月２４日にした
審決のうち，特許第２６１６０２４号の請求項１に係る発明に関する部分を取り消
す。
　訴訟費用は参加人の負担とする。

　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　主文同旨

第２　事案の概要
　被参加事件被告は，後記本件特許の特許権者であった。原告は，本件特許につい
て，無効審判の請求をしたところ，請求項２に係る発明についての特許を無効と
し，請求項１に係る発明についての審判請求は成り立たないとの審決がされたた
め，同審決のうち，後者の不成立とした部分の取消しを求めた（被参加事件）。そ
の後，本件特許は，会社分割に伴って被参加事件被告から参加人（旧商号は川崎製
鉄株式会社）に移転され，平成１５年５月２７日に移転の登録がされた。そこで，
参加人は，本訴（審決取消請求承継参加事件）を提起し，原告は，参加人との関係
で上記と同旨の判決を求めた。被参加事件被告は，原告の承諾を得て，訴訟から脱
退した。
　なお，当事者の主張及び証拠中において，「Ｆｅ－Ｚｎ合金めっき」と「Ｚｎ－
Ｆｅ合金めっき」との用語が混在し，本判決においても，引用する原典における表
記をそのまま採用した部分があるので，両者の表記が混在するが，参加人も指摘す
るとおり，いずれの表記であるかにより本質的な相違はないものと認められる。ま
た，本判決においては，書証等を引用する場合を含め，公用文の用字用語例に従っ
て表記を変えた部分がある。
　１　前提となる事実等
　(1)　特許庁における手続の経緯
  (1-1)　本件特許
　特許権者：ＪＦＥスチール株式会社（参加人）。設定登録時は，被参加事件被
告。
　発明の名称：「電極損傷度合いの小さい電気亜鉛系めっき鋼板の製造方法」
　特許出願日：平成元年７月１４日
　設定登録日：平成９年３月１１日
　特許番号：第２６１６０２４号
　(1-2)　本件手続
　無効審判請求日：平成１２年７月１８日（無効２０００－３５３９１号）
　訂正請求日：平成１２年１０月３１日（本件訂正）
　審決日：平成１４年４月２４日
　審決の結論：「訂正を認める。特許第２６１６０２４号の請求項２に係る発明に
ついての特許を無効とする。特許第２６１６０２４号の請求項１に係る発明につい
ての審判請求は，成り立たない。」
　審決謄本送達日：平成１４年５月８日（原告に対し）
　(2)　本件発明の要旨（本件訂正後のもの。下線部分が訂正部分。請求項１に係る



発明を，審決及び当事者の主張における記載に従い，「本件発明１」という。）
【請求項１】不溶性電極を使用する電気亜鉛系めっき鋼板の製造方法において，導
電性基体に酸化イリジウムを主成分とする被覆層が形成された電極を使用し，硫酸
浴系のめっき液で，電流密度が５０Ａ／ｄｍ2～２００Ａ／ｄｍ2の範囲，めっき液噴
流流速が１．０ｍ／秒～５．０ｍ／秒の範囲でＦｅ－Ｚｎ合金めっきをすることを
特徴とする電極損傷度合いの小さい電気亜鉛系めっき鋼板の製造方法。
【請求項２】不溶性電極を使用する電気亜鉛系めっき鋼板の製造方法において，導
電性基体に酸化イリジウムを主成分とする被覆層が形成された電極を使用し，光沢
剤，ph緩衝材，及びスラッジ防止のための有機物の群から選択された１種又は２種
以上の有機物添加剤を必須成分とする硫酸浴系のめっき液で，電流密度が５０Ａ／
ｄｍ2～２００Ａ／ｄｍ2の範囲，めっき液噴流流速が１．０ｍ／秒～５．０ｍ／秒の
範囲で電気めっきすることを特徴とする電極損傷度合いの小さい電気亜鉛系めっき
鋼板の製造方法。
　(3)　審決の理由の要旨
　(3-1)　審決は，本件訂正請求（請求項１において，訂正前の「電気めっき」を
「Ｆｅ－Ｚｎ合金めっき」と訂正するもの）を認めるとした上で，本件訂正後の請
求項に記載された発明についての特許無効事由を検討した。審決は，まず，請求項
２に係る発明についての特許を無効と判断した（この部分は本訴の審理対象外であ
るので，この部分に関する摘示は省略する。）。
　(3-2)　審決は，本件発明１と審判甲１（本訴甲１０，PLATING and SURFACE 
FINISHING,SEPTEMBER 1988,53～58頁及びその部分訳。以下「引用例１」といい，こ
れに記載の発明を「引用発明１」という。）とを対比し，一致点と相違点を次のよ
うに認定した。
　『引用例１には，亜鉛メッキについて，液落下型の流動セルを用いて調査したこ
とが記載され（摘記A1-1），併せて，「ARUS-Andritz-Ruthner Gravitel設備」を用
いたこと，電解液は堰を超えて陽極と陰極（鉄板）の間の隙間に落下し，約１．７
ｍ／ｓで電極上を通り過ぎる整流された電解液流ができること，チタンに酸化イリ
ジウムをコーティングした不溶性陽極が組み込まれていること，冷延鋼板に対して
メッキし，電解液は亜鉛，硫酸及びアルミニウムを含有していたこと，電流密度が
ほぼ５０，７５，１００，１２５，１５０Ａ／ｄｍ2だったこと（以上，摘記A1-2）
が記載されている。そして，本件発明１における「亜鉛系めっき」は，引用例１に
記載の「亜鉛メッキ」を包含するものであり，引用例１に記載された，上記の硫酸
を含有した電解液は，本件発明１における「硫酸浴系のめっき液」といえ，また，
両者は，電流密度及びめっき液の流速が重複している。
　以上のことからすると，本件発明１は，引用発明１と，「不溶性電極を使用する
電気亜鉛系めっき鋼板の製造方法において，導電性基体に酸化イリジウムを主成分
とする被覆層が形成された電極を使用し，硫酸浴系のめっき液で，電流密度が５０
Ａ／ｄｍ2～２００Ａ／ｄｍ2の範囲，めつき液流速が１．０ｍ／秒～５．０ｍ／秒の
範囲でめっきをすることを特徴とする電気亜鉛系めっき鋼板の製造方法。」の点で
一致し，そして，(Ａ)本件発明１では，めっき液の流速が「噴流」についてのもの
であるのに対して，引用発明１では，せきを超えて落下する流速についてのもので
あり，これが直ちに「噴流」の流速とはいえない点，(Ｂ)本件発明１では，形成す
るめっきが「Ｆｅ－Ｚｎ合金めっき」であるのに対して，引用発明１では亜鉛メッ
キである点，及び，(Ｃ)本件発明１では，製造される電気亜鉛系メッキ鋼板につい
て，「電極損傷度合いの小さい」と特定されているのに対して，引用例１にはその
ような記載が見当たらない点で，本件発明１は，引用発明１と，少なくとも形式
上，相違していると認められる。』
　(3-3)　審決は，上記相違点につき，次のように判断した。
　(a)『相違点（Ａ），（Ｃ）は，…当業者が容易になし得る事項，または実質的な
相違点を構成しないものである。』
　(b)『相違点（Ｂ）について
  引用例１には，亜鉛メッキについての記載がなされているものの，Ｆｅ－Ｚｎ合
金めっきについての記載は見あたらない。この点に関して，請求人は，引用例１に
は，それに記載された製造方法が「純亜鉛めっき」だけに限られるものであること
は記載されておらず，また，「亜鉛めっき」の技術的概念が「Ｆｅ－Ｚｎ合金めっ
き」の技術的概念を包含することは技術常識である，と主張している。
  そこで，この点について検討すると，被請求人が提出した「参考文献Ａ」（本訴
甲２－１・２，IRON AND STEEL ENGINEER,November 1989,55～59頁及びその部分



訳）には，Gravitel法を用いた亜鉛めっき及びＺｎ－Ｆｅ合金めっきについて記載
され，このうち，Ｚｎ－Ｆｅ合金めっきについては，「これまでのところフルスケ
ールの生産ラインでは行われていない。パイロットプラントテストは行われた。し
かし，硫酸塩浴から満足のいく表面外観を有する製品を製造することが困難である
ことが判明している。」（摘記B2-1）と記載されている。そして，この記載による
と，亜鉛めっきの場合と異なり，Ｚｎ－Ｆｅ合金めっきの場合には，この文献が発
行された１９８９年１１月時点で，なお，Gravitel法，すなわち液落下型の流動セ
ルによる硫酸鉛浴（注：硫酸塩浴の誤記と認める。）からのＺｎ－Ｆｅ合金めっき
が困難であったことが示されている。なおかつ，（審判）甲２，４～６にも，本件
出願前，Gravitel法ないし液落下型の流動セルにより，Ｆｅ－Ｚｎ合金めっきを行
ったことの記載は見当たらない。してみれば，引用例１に，液落下型流動セルによ
る亜鉛めっきが記載されているからといって，直ちにこれがＦｅ－Ｚｎ
合金めっきに対しても同様に適用できることを意味し，あるいは示唆するというこ
とはできない。』
  (c)『そして，本件発明１は，当該相違点(Ｂ)に係る構成を含む，前記認定のとお
りの構成を有することにより，電極の損傷が低減されることと併せて，さらに，Ｆ
ｅ－Ｚｎ合金めっきにおいて，Ｆｅ2+ がＦｅ3+ に酸化されるのが防止され，めっき
液中のＦｅ3+ の生成速度が抑制されるという，本件特許明細書に記載され，そして
各甲号証に記載のない効果を奏したものと認められる。
  なお，請求人は，このＦｅ3+ イオンの生成抑制効果に関して，「参考資料２」，
「参考資料３」を提示するとともに，Ｆｅ3+ イオンが水酸化鉄スラッジの発生源と
なることは周知の事項であり，その発生防止は周知の課題であると主張している。
しかし，これら証拠を含む甲号証のいずれにも，酸化イリジウムを主成分とする被
覆層が形成された電極を使用し，本件発明１で特定されるめっき条件でめっきする
ことにより，Ｆｅ－Ｚｎ合金めっきにおけるＦｅ3+ イオンの生成が抑制でき，ある
いは，スラッジの発生を低減し得ることの記載は見当たらない。したがって，請求
人の主張どおり，上記のＦｅ3+ イオンに係る事項及び課題が周知であったとして
も，そのことにより，本件発明１による，Ｆｅ3+ イオンの生成抑制効果が予期でき
るということはできない。』
  (d)『以上のとおりであるから，本件発明１については，引用発明１であり，特許
法２９条１項３号の規定に該当し，特許を受けることができない発明であるとの請
求人の主張，及び，（審判）甲１，２，４～６に記載された発明に基いて，当業者
が容易に発明をすることができた発明であり，特許法２９条２項の規定により特許
を受けることができないものであるとの請求人の主張は，いずれも採用することが
できない。』
　(3-4)　以上をふまえ，審決は，請求人の主張する理由及び提示した証拠方法によ
っては，本件発明１に係る特許を無効とすることはできない，と結論付けた。

　２　原告の主張（審決取消事由）の要点
　(1)　取消事由１（相違点(Ｂ)についての判断の誤り）
　審決は，相違点(Ｂ)について，前記１(3)(3-3)(b)のとおり判断し，同(d)のよう
に原告の主張を斥けた。しかし，上記判断は誤りである。
　(1-1)　参考文献Ａ（甲２－１）の解釈・認定の誤り
  確かに，参考文献Ａには，「硫酸塩浴から『満足のいく表面外観を有する製品』
を製造することは困難であるように思える」との記載はある。しかし，「Gravitel
法，すなわち，液落下型の流動セルによる硫酸塩浴からの『Ｚｎ－Ｆｅ合金めっ
き』が困難であった」との記載は，参考文献Ａのどこにもない。
  「満足のいく表面外観を有する製品」が「Ｚｎ－Ｆｅ合金めっき（製品）」であ
るといえない限り，「Ｚｎ－Ｆｅ合金めっきが困難であった」とすることはできな
いことは理の当然である。
  しかし，本件発明１が属する技術分野である自動車の防錆鋼板の分野では，自動
車の外板用途（自動車の外側）に用いる鋼板と，内板用途（自動車の内部）に用い
る鋼板とがあることは，当業者にとって周知の事実である。
　一方，参考文献Ａにいう「満足のいく表面外観を有する製品」とは，表面外観，
すなわち見た目が商品価値に占める割合の高い製品のことを意味していることは，
その文言から明らかである。そして，見た目が商品価値に占める割合が高い製品
は，人目にさらされる，自動車の外板用鋼板を指すことは，当業者の技術常識であ
る。つまり，「Ｚｎ－Ｆｅ合金めっき（製品）」には，「満足のいく表面外観を有



する製品」以外の製品（つまり内板用鋼板）も存在することは，少なくとも当業者
にとっては，疑問の余地もない。
  このように，「満足のいく表面外観を有する製品」が「Ｚｎ－Ｆｅ合金めっき製
品」であるという前提は成り立たない。
　そして，本件発明１の実施によって製造されるＦｅ－Ｚｎ合金めっき製品が「満
足のいく表面外観を有する製品」に限定されているなどの事情は存在しない。
　よって，参考文献Ａの上記記載から，審決のように「Ｚｎ－Ｆｅ合金めっきが困
難であった」と解釈・認定することはできない。
　(1-2)　参考資料５（甲４）の記載
  (a)　本件出願時にＺｎ－Ｆｅ合金めっきが当業者にとって困難であったか否かと
いう技術水準の認定に関し，参考資料５（甲４）が証拠として提出されたのに，審
決は，これを採用せず，参考文献Ａによって認定した。
　参考資料５（甲４）は，昭和６１年１２月１日発行の日刊工業新聞の記事であ
り，これによれば，当業者が，遅くとも上記発行日の当時（本件出願前）までに，
フルスケール生産ラインで，Ｚｎ－Ｆｅ合金めっきにより「自動車用の外装材」と
しての防錆鋼板を製造していたことが読み取れる。
　参考文献Ａの記載は，筆者の主観的判断，単なる意見を述べたものにすぎない
が，参考資料５は，業界では信用されている新聞による客観的な事実を報道するも
のであるから，当業者の技術水準の認定にあたって，参考資料５ではなく，参考文
献Ａを採用した審決の証拠の取捨選択は誤っている。
　(b)　参考資料５を排斥して参考文献Ａを採用した理由を記載しなかった審決に
は，理由不備又は審理不尽の違法がある。
　(1-3)　甲３－１ないし３の記載
  不溶性電極を使用し，かつ，硫酸浴系のめっき液を使用する電気亜鉛系めっき鋼
板の製造方法において，「亜鉛めっき」を行う場合と「Ｆｅ－Ｚｎ合金めっき」を
行う場合との主たる相違点は，めっき液組成の違いである。そして，めっき液組成
の違いに基づき，細かなめっき条件も当然異なってくる。しかし，「Ｆｅ－Ｚｎ合
金めっき」のめっき液組成も，その組成に基づく細かなめっき条件も，当業者にと
って周知の事項である（甲９）。このように，「亜鉛めっき」と「Ｆｅ－Ｚｎ合金
めっき」との具体的相違点は，全て当業者にとって周知な事項であるから，引用発
明１において，「亜鉛めっき」に代えて「Ｆｅ－Ｚｎ合金めっき」を適用すること
が，当業者にとって格別の困難性があるといえないことは明らかである。
　そして，参考文献Ａが引用する「Berry,B.H.,Iron Age,Aug.1988」（甲３－１，
その訳文が甲３－２・３）には，「満足のいく表面外観を有する鉄-亜鉛合金めっき
を製造することは，アメリカの５つの電気亜鉛めっきラインが１９８５年（ナショ
ナル社のラインが初めて操業を開始した年）の創業以来直面している最も困難な技
術的課題である。」，「昨年（１９８７年）の早期から，ダブルイーグル社とナシ
ョナル社はクライスラー社に非外板用途として鉄-亜鉛合金めっき製品を納入してい
る。」，「ナショナル社のラインは，対照的に，２０個のセルは全て縦型セルであ
る。」，「ナショナル社他３社のラインは，硫酸塩浴を使っている。」，「クライ
スラー社 は，１９８６年１０月に ナショナル社の鉄-亜鉛合金めっきを非外板用途
で承認した。しかし，外板用途では，Ecorse lineの鉄-亜鉛合金めっきはいまだ承
認されていない。ナショナル社の鉄-亜鉛めっき製品は，なお，表面にリンスパター
ンが残っている。Mr. Kingは，『表面外観を除けば，ナショナル社の外板用の鉄-亜
鉛めっき製品は，あらゆる点ですばらしい。ナショナル社の鉄-亜鉛合金めっき製品
は，今までみた電気めっき製品の中で一番のめっき密着性をも
っている。そして，これこそ重要な特徴である。』と述べた。」という記載（甲３
－２・３の訳による）がある。
　これらによれば，１９８７年の早期の時点で，少なくとも，非外板用途（内板用
途）では，ナショナル社が縦型めっきセル（すなわち液落下型の流動セル）及び硫
酸塩浴を用いて，鉄-亜鉛合金めっき製品を製造していたことが認定できる。
　このように，当業者は，本件出願時，実際に，縦型めっきセル（すなわち液落下
型の流動セル）及び硫酸塩浴を用いて，鉄-亜鉛合金めっき製品を製造していたので
あるから，審決のように，本件出願前，Gravitel法ないし液落下型の流動セルによ
り，Ｆｅ－Ｚｎ合金めっきが行われていたことを否定することは誤りであり，ま
た，本件発明１の出願時に，Gravitel法，すなわち液落下型の流動セルによる硫酸
塩浴からのＺｎ－Ｆｅ合金めっきが困難であったと評価することができないことも
明らかである。



  よって，審決の「引用例１に，液落下型流動セルによる亜鉛めっきが記載されて
いるからといって，直ちにこれがＦｅ－Ｚｎ合金めっきに対しても同様に適用でき
ることを意味し，あるいは示唆するということはできない。」との判断は，その前
提とする根拠（当業者の技術水準）の認定がいずれも誤っているのであるから，審
決の上記判断も誤っている。
  以上によれば，引用発明１において，「亜鉛めっき」から「Ｆｅ－Ｚｎ合金めっ
き」に変更することは，当業者が容易になし得る事項であるから，本件発明１の構
成を想到することが当業者に容易であることは明らかである。
　(2)　取消事由２（本件発明１のＦｅ3+ 生成速度抑制効果に対する評価の誤り）
　審決は，本件発明１のＦｅ3+ 生成速度抑制効果について，前記１(3)(3-3)(c)のよ
うに説示するが，誤りである。
　(2-1)　本件発明１は，Ｆｅ3+ 生成速度抑制効果など有しない。
　「Ｆｅ3+ 生成速度抑制効果」に関し，本件明細書（甲８。なお，訂正明細書は甲
１５）には，「Ｆｅ3+ の生成速度が低下するといった予期しない効果がみとめられ
る」との記載及び「第３図」しかない。
　参加人は，「Ｆｅ3+ の生成速度」につき，上記第３図は，「単位通電電気量当た
りのＦｅ3+ の生成量」を生成速度として表示したものであるというが，そのような
定義は，学術的に正しい用語とはいえず，電気めっき業界において一般的な用語で
もなければ，本件明細書において定義付けがされているわけでもない。「Ｆｅ3+ の
生成速度」とは，当業者の通常の理解に従って，「単位時間当たりのＦｅ3+ の生成
量」としてとらえなければならないものである。
　本件発明１には，「単位時間当たりのＦｅ3+ の生成量」の低減効果が存在しない
のであるから，本件発明１は，「Ｆｅ3+ 生成速度抑制効果」など有しない。
　(2-2)　参加人の主張を前提として，「Ｆｅ3+ 生成速度抑制効果」とは，「ファラ
デーの法則によれば単位通電電気量当たりのＦｅ3+ の量が一定値になるはずなの
に，本件発明１の構成によれば，低下するという効果」であると仮定しても，「フ
ァラデーの法則によれば一定値になる」との前提自体誤っているから，そのような
意味での「Ｆｅ3+ 生成速度抑制効果」も存在しない。
　また，「Ｆｅ3+ 生成速度抑制効果」を「本件発明１の構成によれば，単位通電電
気量当たりのＦｅ3+ の量が低下するという効果」であると仮定しても，次の①ない
し③のことがいえる。
　①「Ｆｅ3+ 生成速度抑制効果」は，本件発明１に特有の効果ではない。すなわ
ち，甲１３の６７頁のFig.3には，ＩｒＯ2電極（本件発明１と同じ電極）と，Ｐ
ｂ-0.5％Ａｇ電極の２種類の電極について，電流密度と「酸化効率」との関係がグ
ラフ化されている。これは，本件発明１の第３図と実質的に同じ現象を示すもので
あり，特に，本件発明１と電極の種類が異なる上記Ｐｂ-0.5％Ａｇ電極において
も，電流密度の増加に伴って「酸化効率」（参加人の定義する「Ｆｅ3+ 生成速
度」）が低下している。このことは，参加人の定義する「Ｆｅ3+ 生成速度抑制効
果」が，本件発明１の構成に特有の効果ではないことを示している。
　②「Ｆｅ3+ 生成速度抑制効果」は，高電流密度めっき下でのめっき操業に必然的
に伴う現象であり，それがあるからといって，直ちに進歩性があるということはで
きない。すなわち，①のことから，本件発明１の構成に特有の効果ではないこと，
ひいては，高電流密度下でのめっき操業に当然伴う現象であることが明らかであ
る。また，高電流密度にすれば，所定量のめっきが短時間で済むことも，当然の現
象であり，当業者にとって当たり前のことである。
　③「Ｆｅ3+ 生成速度抑制効果」，すなわち「電流密度が増加すれば，単位通電電
気量当たりのＦｅ3+ 生成量が減少する」という現象は，本件出願時の当業者にとっ
て周知の技術常識である。甲１７－１（特開昭５９－３１８８１号公報）及び甲１
８（特開昭５９－４７３９５号公報）には，「Ｆｅ2+ →Ｆｅ3+ ＋ｅ-」の反応が飽和
電流に達した後では，残りの電流はすべて酸素発生反応に費やされるから，飽和電
流より高い電流値においては，電流値が高くなればなるほど，単位通電電気量当た
りのＦｅ3+ 生成量が減少するという思想がほぼそのまま記載されている。その上，
その思想が実際のめっき操業に適用できることも開示されている。しかも，上記各
公報が公開されたのは，本件発明１の出願の５年も前のことである。したがって，
参加人の定義する上記効果は，出願時の当業者にとって既に周知の事項にすぎなか
ったことは明らかである。なお，甲１７－１，１８には，不溶性電極として酸化イ
リジウム（ＩｒＯ2）が明示されていないが，甲１６の記載（１１０頁以下）から明
らかなように，電極材料の違いは酸素発生反応の生じやすさ（酸素過電圧）に影響



を与えるのみであるから，酸化イリジウム電極においても，上記のことがそのまま
妥当することは明らかであり，当業者であればそのことは容易に理解できる。ま
た，本件出願時に酸化イリジウム電極をＦｅ－Ｚｎ合金めっきの不溶性電極として
用い得ること，酸化イリジウム電極の酸素過電圧が相対的に低いことは，当業者に
周知であった。よって，出願時の当業者にとって，酸化イリジウム電極は，電極材
料の選択の際の候補となり得る。
　(2-3)　「単位通電電気量当たりのＦｅ3+ の生成量の低減効果が，鉛系電極その他
の電極と比較してＩｒＯ2電極の方が特別顕著に上回る」との事情は，本件明細書に
記載のない事項であるから，本件発明１の効果として主張できるものではない。
　また，上記事情は，証明されておらず，存在しない。少なくとも進歩性肯定の一
事情となるような「特別顕著な効果」であると認定することはできない。
　すなわち，参加人は，上記事情の結論を甲１３及び乙１７の記載から導いている
が，乙１７の図１，図２は，７０Ａ／ｄｍ2の電流密度における鉛系電極とＩｒＯ2電
極との比較しか示していないのであるから，それ以外の電流密度下（本件発明１の
下限値である５０Ａ／ｄｍ2）で同様の結果になる保証はどこにもない。そして，甲
１３の記載によれば，「Ｆｅ3+ イオン生成に関し，低電流密度ではＩｒＯ2電極より
Ｐｂ-0.5％Ａｇ電極の方が有利であり，高電流密度では，両者は同程度になる」と
いうものでしかなく，参加人の主張の根拠となり得ない。甲１３と乙１７が全く反
対の結論を採用していることから明らかなように，Ｆｅ3+ 生成量の低減効果に関す
る鉛系電極とＩｒＯ2電極の程度の差は，実験条件あるいは実験者の違いによって，
差が認められなくなる程度のものでしかない。
  なお，参加人は，本件明細書（甲８）の第３図のデータ（ＩｒＯ2電極）と甲１７
－１の第１表のデータ（鉛系電極）との比較を根拠とするが，この二つを比較する
ことに技術的な意味はない。
　仮に上記のとおりでないとしても，上記事情は，特別顕著な差ではなく，出願時
の当業者が格別の創作力を要することなく容易に想到できる程度のものである。
　すなわち，Ｆｅ－Ｚｎ合金めっきにおいて，不溶性陽極を用いて高電流密度にし
ていけば，「酸化効率」（全体の通電量に占めるＦｅ2+ 酸化に消費された通電量の
割合）が低下していくこと，その理由が，全体の通電量に占める酸素発生反応に消
費される通電量の割合が増加していくからであることは，当業者に周知であり（甲
１６，１７－１，１８），「酸化効率」と「Ｆｅ3+ 生成速度」が比例し，実質的に
同じことを表していることは，自明である（甲１７－１）。そして，Ｆｅ－Ｚｎ合
金めっきの不溶性陽極として，ＩｒＯ2電極を用い得ることも，本件出願時において
当業者に周知である（甲９，２１，２６）。また，ＩｒＯ2電極の酸素発生電位（酸
素過電圧）が鉛系電極等他の電極と比較して相対的に低いことも，本件出願時に周
知である（甲２２，２３，２４－１，２５－１）。さらに，酸素過電圧が低いとい
うことは，Ｆｅ－Ｚｎ合金めっきにおいて，電解エネルギー消費の観点から有利で
あるということであるから，酸化イリジウムが実際に電極材質の候補になり得るも
のであることも，本件出願前からの当業者の常識である（甲１３，１８）。酸素過
電圧が相対的に低ければ，酸素発生反応が相対的に起こりやすい
ということであるから，他の電極に比較して陽極反応全体のうち酸素発生反応が占
める割合が相対的に高くなるであろうことは，当業者であれば容易に予測がつくこ
とである。
　以上を総合すれば，「単位通電電気量当たりのＦｅ3+ 生成量（Ｆｅ3+ 生成速度）
の低減効果が，鉛系電極よりＩｒＯ2電極の方が上回る」という事情は，出願時の当
業者が容易に想到し得ることは明らかであるから，本件発明１の進歩性肯定の一事
情とはなり得ない。
　(2-4)　「Ｆｅ3+ 生成速度抑制効果」は，①本件発明１の構成要件である「めっき
液噴流々速が１．０ｍ／秒～５．０ｍ／秒」の範囲内で実施されたものか明らかと
ならないから，本件明細書に開示されていない効果であり，②発明の構成を思いつ
いた後で，たまたま発見した効果（副次的効果）であるから，進歩性肯定の一事情
として斟酌できないものであって，③本件発明１の構成のものとして，予測あるい
は発見することの困難なものであり，かつ，当該構成のものとして予測あるいは発
見される効果と比較して，よほど顕著なものではないから，進歩性の根拠となし得
ないものである。
　参加人は，本件発明１は「Ｆｅ3+ 生成速度抑制効果」と電極の長寿命化を両立さ
せたものであり，両効果の両立は出願時の当業者が想到できるものではない旨主張
するが，「電極の長寿化」は，審決が認定するとおり周知である。



　３　参加人の主張の要点
　(1)　取消事由１（相違点(Ｂ)についての判断の誤り）に対して
　(1-1)　甲２－１には，満足のいく表面外観を有するＺｎ－Ｆｅ合金めっきが困難
であることが指摘されており，純亜鉛めっき，Ｚｎ－Ｎｉ合金めっきの製造ができ
る旨の記載があるものの，満足のいく表面外観を有するＺｎ－Ｆｅ合金めっき以外
のＺｎ－Ｆｅ合金めっきであれば製造ができる旨の記載はない。さらに，甲２－１
には，甲１０に記載された製造方法，すなわち，「ルスナーグラビテル設備を用
い，電解液が堰を越えて陽極と陰極との間のすきまに落下する方式において，所定
の液流速，所定の不溶性電極，所定の電流密度等の製造条件で行なう純亜鉛めっき
の製造方法」がＦｅ－Ｚｎ合金めっきに適用できることが示されてはおらず，ま
た，亜鉛めっきの技術的概念がＦｅ－Ｚｎ合金めっきの技術的概念を包含すること
は技術常識であることも何ら示されていない。審決の甲２－１（参考文献Ａ）につ
いての認定判断に誤りはない。
　(1-2)　甲１０と甲４との設備，めっきの種類，電極，電解液の流れの形態，電解
液の流速，電流密度を対比すると，その間に共通するものはない。したがって，甲
４は，甲１０記載の純亜鉛めっきの製法をＦｅ－Ｚｎ合金めっきに適用できるかを
判断するための資料とはなり得ず，甲１０の記載からはGravitel法を用いてＦｅ－
Ｚｎ合金を製造できるか全く判断できない。
　本件出願当時，種々の異なる製造条件下でＦｅ－Ｚｎ合金めっきを製造する方法
があることは既に知られており，その製造条件も特定されているものではない。た
だし，Gravitel ProcessによるＦｅ－Ｚｎ合金めっきの製造方法は知られていな
い。したがって，甲２の製造方法では，Ｚｎ－Ｆｅ合金めっきはフルスケールの生
産ラインでは行われていないのに対し，甲４の製造方法ではフルスケールの生産ラ
インで行われていたとしても，製造方法が異なる（参加人が知る限り，Gravitel 
Processではない方法）のであるから，何ら矛盾することはない。
　原告は，甲２－１に関して，伝聞証拠であり，主観的判断を述べたものにすぎな
いなどと主張するが，甲２－１は，鉄と鋼の技術の専門家を対象とした雑誌であ
り，筆者らは，本件発明１の技術分野に精通している。筆者らは，この技術分野に
おける技術的知識を前提にし，かつ，技術の専門家が読者であることを認識して，
甲２－１の論文を投稿したものである。筆者らは，単純に甲３－
１（Berry,B.H.,Iron Age,Aug.1988）３２頁の記載をそのまま記載したというもの
ではなく，むしろこの記載に基づいて，専門家としての見解を他の専門家に対して
陳述したものと考えるのが妥当である。原告の主張は誤りである。
　審決が甲２－１を採用して，甲１０記載の意味を検討することに何ら問題はな
い。
　既に述べたところに照らせば，審決において甲２－１を選択し，甲４を選択しな
かったことに何ら違法性はないし，甲４を選択しても審決の結論に影響を及ぼさな
い。
　(1-3)　純「亜鉛めっき」のためのめっき液組成を「Ｆｅ－Ｚｎ合金めっき」のた
めのめっき液組成に変更し，それに伴ってめっき条件を変更したとしても，必ず所
望のＦｅ－Ｚｎ合金めっきができるとは限らない。このことは，例えば甲２－１に
おいて，純亜鉛めっき，Ｚｎ－Ｎｉめっきはうまくいったが，Ｆｅ－Ｚｎめっきで
は所望のものができなかった旨の記載があることからも理解できる。そして，甲１
０に記載された（純）亜鉛めっきの製造方法によるＦｅ-Ｚｎ合金めっきの操業実績
は，出願後においてもない。また，Ｆｅ－Ｚｎ合金めっきでは，Ｆｅ3+ がめっき阻
害因子であるが，その発生量はＺｎめっきに比べて格段に多い。このように，「亜
鉛めっき」に代えて「Ｆｅ－Ｚｎ合金めっき」を適用する際に，単にめっき液組成
を変更しただけでは，例えば，めっき阻害因子であるＦｅ3+ の発生量がどのように
なるか不確定であり，経済的に，かつ，安定した品質でＦｅ－Ｚｎ合金めっきを製
造することができない。原告の主張は誤りである。
　原告は，甲３－１ないし３を引用して主張するが，失当である。
　甲３－１には，「縦型めっきセル」でＦｅ－Ｚｎ合金めっきを製造すること以
外，電流密度やめっき液流速について何ら記載されていない。ましてや，甲３－１
には，縦型めっきセルが「液落下型の流動セル」であるとの記載はなく，示唆もな
い。原告は，何ら根拠を示すことなく「縦型セル」との記載から，「液落下型の流
動セル」であると短絡しているが，そのような決め付けは理解できない。
　甲３－１には液落下型の流動セルに関する記述はないのであるから，甲３－１の



記載を考慮したとしても，審決に誤りはない。
　甲３－１（訳は甲３－２・３，乙１９）には，「各ナショナル電解セルで現在使
われている…銀-鉛製不溶性陽極」と記載されており，当時のナショナル社によるＦ
ｅ－Ｚｎ合金めっき製造の実績が，鉛系電極によるものであって，ＩｒＯ2電極によ
るものではないことが明記されている。甲３－１で，クライスラー社が１９８６年
１０月に内板（非外板）用途で承認したとされるナショナル社の鉄-亜鉛合金めっき
製品は，実は，ＩｒＯ2電極で製造されてはいなかったのである。
　結局，甲３－１には，Ｆｅ－Ｚｎ合金めっきの製造が困難なものであるとしか記
載されておらず，この点について甲２－１は正しく認定している。また，甲３－１
には，Ｆｅ－Ｚｎ合金めっきの製造上の困難性（アスペクトの解消）が解消したと
の記載はないし，Ｆｅ－Ｚｎ合金めっきの製造におけるＦｅ3+ の生成量を，ＩｒＯ2

電極を使用することにより低減しようとする当業者の目的意識や動機付けも見当た
らない。当然，ＩｒＯ2電極を用いてＦｅ－Ｚｎ合金めっきを製造すれば，Ｆｅ3+ 生
成量低減効果を奏するという知見も，ＩｒＯ2電極の場合，その効果が従来の鉛系電
極に比べて著しく高いという知見も，全く存在しない。それゆえ，甲３－１に照ら
して，又は甲３－１と他の証拠資料とをいかに組み合わせてみても，当業者が本件
発明１を想到することは不可能又は困難である。
　(2)　取消事由２（本件発明１のＦｅ3+ 生成速度抑制効果に対する評価の誤り）に
対して
　(2-1)　甲８の第３図は，横軸を電流密度（Ａ／ｄｍ2），縦軸をＦｅ3+ 生成速度
とした図である。縦軸は，その単位（Ｋｇ／ＫＡ・Ｈｒ）から明らかなように，単
位通電電気量当りのＦｅ3+ の生成量（Ｋｇ）を生成速度として表示したものであ
る。したがって，第３図は，電流密度が高くなるほど単位通電電気量当たりのＦｅ3+ 
の生成量（Ｋｇ）が低くなることが示されている。したがって，第３図から，高電
流密度条件で実施する本件発明１がＦｅ3+ 生成速度抑制効果を有していることがわ
かる。
　(2-2)　原告は，甲１３の記載から，本件発明１に関連するＦｅ3+ 生成速度の電流
密度依存性はＰｂ-0.5％Ａｇ電極にもあり，ＩｒＯ2電極に特有の効果ではないとい
う。しかし，本件出願後において当業者が知り得たＰｂ-0.5％Ａｇ電極に係る現象
は，本件出願前に存在していたＰｂ-0.5％Ａｇ電極にも共通に認められるはずであ
るが，このことは，本件出願当時の当業者がその現象を認識又は予見できたことま
で意味しない。本件出願後の知見に基づく原告の主張は失当である。
　なお，原告は，参加人の定義するＦｅ3+ 生成速度抑制効果が本件発明１の構成に
特有の効果ではないこと，高電流密度下でめっき操業に必然的に伴う現象であるこ
とを主張する。しかし，甲１３は，Ｐｂ-0.5％Ａｇ電極とＩｒＯ2電極とを対比検討
しているが，これらの電極で生じた現象が任意の電極に一般的にいえるということ
は述べていない。原告の主張は失当である。
　参加人は，甲１７－１には，Ｐｂ-1％Ａｇ電極について，陽極電流密度の増加に
伴い陽極酸化効率が減少する傾向を示すデータが開示され，甲１８には，Ｐｂ-1％
Ａｇ-1％Ｔｌ電極及びＴａにＰｔをクラッドした電極について甲１７－１と同種の
ものが開示されていることは認める。しかし，いずれにおいても，酸化イリジウム
（ＩｒＯ2）電極についてのデータは開示されていない。よって，本件発明１は，甲
１７－１，１８とは，発明の構成上，電極材料の点で相違する。よって，本件発明
１は，電極材料の相違により，当業者に予測困難な特別顕著な作用効果を奏するか
否かが争点となる。なお，本件発明１に係るＦｅ3+ 生成速度抑制効果との用語上の
混乱を避けるために，以下，「電流密度の増加に伴い，単位通電電気量当たりのＦ
ｅ3+ 生成量が減少するという現象」を「Ｆｅ3+ 生成量低減効果」と略称する｡
　本件発明１に係るＦｅ

3+
 生成速度抑制効果と，甲１７－１に開示されたデータと

を対比してみると，当業者が通常使用する平板状電極の場合（甲１７－１の第１
表），Ｆｅ3+ 生成量低減効果（縦軸）は，本件発明１に係るＩｒＯ2電極の方が，Ｐ
ｂ-1％Ａｇ電極よりも，少なくとも１００％相当大きいこと，甲１７－１には，特
殊形状の電極を用いると，Ｆｅ3+ 生成量低減効果が増加することが開示されている
が，そのような特殊な電極を使用する場合（甲１７－１の第２表）ですら，Ｆｅ3+ 
生成量低減効果は，本件発明１に係るＩｒＯ2電極の方が，Ｐｂ-1％Ａｇ電極より
も，少なくとも７５％相当大きいこと，甲１７－１には，Ｐｂ-1％Ａｇ電極につい
て「６０Ａ／ｄｍ2」という臨界値が開示されているが，本件発明１に係るＩｒＯ2電
極について「５０Ａ／ｄｍ2」の位置に臨界値があることが鮮明になる。したがっ
て，本件発明１に係るＦｅ3+ 生成速度抑制効果は，Ｆｅ3+ 生成量低減効果の点にお



いて，甲１７－１に開示された従来技術と同質のものを包含するが，その程度は当
業者の予測を超えて著しく高いことが明らかである。以上により，本件発明１に係
るＦｅ3+ 生成速度抑制効果は，従来技術に比べて，Ｆｅ3+ 生成量低減効果が著しく
高く，ＩｒＯ2電極という新規な発明の構成に依拠した特別顕著なものといえる。
　甲１８は，電極にパルス電極を流すとＦｅ3+ 生成量低減効果が高まる点について
開示されている。しかし，ＩｒＯ2電極を用いるとＦｅ3+ 生成量低減効果が著しく高
まる点について一切開示もなければ，示唆するところもない。本件発明１とは無関
係である。
　以上のように，原告は，甲１７－１，１８に基づき主張するが，これらの証拠の
うちの原告の主張に好都合な箇所のみを抽出した上での主張にすぎない。甲１７－
１は，上記のとおり，Ｆｅ3+ 生成量低減効果を有すると定性的にはいえるが，Ｉｒ
Ｏ2電極を選択すればＦｅ3+ 生成量低減効果が著しく高まるという定量的観点におい
て，両者はその効果を異にするので，甲１７－１により，本件発明１の効果の特別
顕著性は否定されない。また，甲１８は本件発明１と無関係である。
　(2-3)　本件発明１に係るＦｅ3+ 生成速度抑制効果は，ただ漫然と定まる条件の下
で起こる効果ではない。これは，特定のめっき条件の下で特定の材料の電極，特に
５０Ａ／ｄｍ2以上の高電流密度の下でＩｒＯ2電極を使用してＦｅ－Ｚｎ合金めっき
を製造する際に起こる特有の効果である（５０Ａ／ｄｍ2以上にすることにより，２
０Ａ／ｄｍ2時に比べて半減するというように，Ｆｅ3+ の生成速度が急激に低下す
る。）。この臨界的条件の技術的価値は，本件出願後に第三者である当業者によっ
ても確認される形となっている（乙１７）。なお，甲１６には本件発明１と関連す
る重要事項が具体的に何も記載されていないのであって，これに基づいて，５０Ａ
／ｄｍ2以上の高電流密度という臨界的条件の下で奏する本件発明１に係るＦｅ3+ 生
成速度抑制効果を認識又は予見できたとはいえない。
　本件発明１に係るＦｅ3+ 生成速度抑制効果は，特定のめっき条件においてＦｅ－
Ｚｎ合金めっきを製造する際に起こるＩｒＯ2電極特有の効果である。このことは，
本件出願当時，Ｆｅ－Ｚｎ合金めっきの製造に多用されていた不溶性陽極である鉛
系電極と対比すれば明らかである。本件出願前の刊行物である甲９，１６には，単
位通電電気量当たりのＦｅ3+ 生成量の電流密度依存性という観点については記述が
ない。
　他方，本件出願後の刊行物である甲１３には，単位通電電気量当たりのＦｅ3+ 生
成量の電流密度依存性については記述があり，高電流密度条件下での使用では，従
来の鉛系電極（Ｐｂ-0.5％Ａｇ電極）よりも本件特許に係るＩｒＯ2電極の方が単位
通電電気量当たりのＦｅ3+ 生成量の低減の観点から有効であることがわかる。ま
た，本件出願後の乙１７によれば，高電流密度条件下でのＩｒＯ2電極の使用は，単
位通電電気量当たりのＦｅ3+ 生成量の低減の観点から有効で，低減効果は鉛系電極
を上回ることがわかる。したがって，高電流密度条件下におけるＩｒＯ2電極を用い
た場合の単位通電電気量当たりのＦｅ3+ 生成量の低減効果は，本件出願当時Ｆｅ－
Ｚｎ合金めっきに多用されていた鉛系電極を上回るものであることがわかる。
　(2-4)　本件明細書の第３図は，本件発明の実施例４の結果を示すものである。
　本件明細書には，Ｆｅ3+ 生成速度抑制効果について明確に記載されており，本件
発明１がＦｅ3+ 生成抑制を目的とすることが理解できる。たまたま発見した副次的
効果であるとの原告の主張は，根拠がない。
　本件発明１はＦｅ3+ 生成速度抑制効果を有しているのであるから，当然にこの効
果を斟酌すべきである。
　本件発明１の効果は，Ｆｅ3+ 生成速度抑制効果のみではない。Ｆｅ3+ 生成速度抑
制効果と電極の長寿命化を両立させた効果を有している。また，本件発明１に係る
Ｆｅ3+ 生成速度抑制効果及び電極の長寿命化の両効果は，特定の電流密度，めっき
液噴流流速，電極材料等の条件の下で行われるＦｅ－Ｚｎ合金めっきの製造におい
て奏する。すなわち，ＩｒＯ2電極以外の電極を用いた場合，Ｆｅ3+ 生成速度抑制効
果と電極の長寿命化の両立を図ることはできない。また，出願当時の技術水準で
は，ＩｒＯ2電極を用いた時に，Ｆｅ3+ 生成速度抑制効果と電極の長寿命化の両立し
うるめっき条件を果たして設定し得るのか，その可能性すら推測することができな
い。

第３　当裁判所の判断
　１　取消事由１（相違点(Ｂ)についての判断の誤り）について



　(1)　審決は，前記のとおり，本件発明１と引用発明１とが，不溶性電極を使用す
る電気亜鉛系めっき鋼板の製造方法において，導電性基体に酸化イリジウム（Ｉｒ
Ｏ2）を主成分とする被覆層が形成された電極を使用し，硫酸浴系のめっき液で，電
流密度が５０Ａ／ｄｍ2～２００Ａ／ｄｍ2の範囲，めつき液流速が１．０ｍ／秒～
５．０ｍ／秒の範囲でめっきをすることを特徴とする電気亜鉛系めっき鋼板の製造
方法という点では一致するとした上，「噴流」の流速についての相違点(Ａ)及び
「電極損傷度合いの小さい」との点についての相違点(Ｃ)は，当業者が容易になし
得る事項又は実質的な相違点を構成しないものと判断したが，結局，相違点(Ｂ)で
ある「本件発明１では，形成するめっきが『Ｆｅ－Ｚｎ合金めっき』であるのに対
して，引用発明１では『亜鉛めっき』である点」において，容易推考性を否定する
判断をしたものである。相違点(Ｂ)についての判断においては，上記のような引用
発明１（甲１０）を「Ｆｅ－Ｚｎ合金めっき」に適用し得るか否かが争われ，原告
は，本訴でもこの点を主に争うものである。
　(1-1)　まず，審決が検討した参考文献Ａ（甲２－１）は，「Ｚｎ－Ｆｅ合金めっ
きはこれまでのところフルスケールの生産ラインでは行われていない。パイロット
プラントテストは行われた。しかし，硫酸塩浴から満足のいく表面外観を有する製
品を製造することは困難であることが判明した。」との内容の記載がある（なお，
末尾部分の「appears」の和訳につき，原告は「困難であるように思われる。」と主
張し（甲２－２），参加人は「困難であることが判明した。」と主張する。上記本
文では参加人の訳に従ったが，いずれにしても，Ｚｎ－Ｆｅ合金めっきについては
硫酸塩浴から満足のいく表面外観を有する製品を製造することは困難であることが
記載されていると認めることができるのであって，上記和訳の差異が本件の結論に
直接影響するものとは認められない。）。
　(1-2)　上記甲２－１は，Ｚｎ－Ｆｅ合金めっきについては硫酸塩浴から満足のい
く表面外観を有する製品を製造することは困難であるとしているが，それ以外の製
品については明示するものではない。そこで，甲２－１の上記記載部分が引用して
いる原典（甲３－１「Berry,B.H.,Iron Age,Aug.1988」。その抄訳が甲３－２，全
訳が甲３－３及び乙１９〔甲３－３に頁数を付記したもので訳文は同じ〕。）に遡
って，より詳細に検討すると，次のような記載がある。
　「昨年（判決注：１９８７年）の早期から，ダブルイーグル社とナショナル社
は，クライスラー社に非外板用途として鉄-亜鉛合金めっき製品を納入してい
る。」，「満足のいく表面外観を有する鉄-亜鉛合金めっきを製造することは，アメ
リカの５つの電気亜鉛めっきラインが１９８５年（ナショナル社のラインが初めて
操業を開始した年）の操業以来直面している最も困難な技術的課題である。」，
「ダブルイーグル社とナショナル社の初期の鉄-亜鉛製品は，業界関係者が現在一般
に『アスペクト』と呼んでいる木目，リンスパターン，あるいは虎斑状の外観を持
っていた。」，「クライスラー社は，ＥＧＡ鋼のアスペクトを受け入れず，ダブル
イーグル社とナショナル社は，それを取り除くことに取り組んでいる。」，「ナシ
ョナル社のラインは，対照的に，２０個のセルは全て縦型セルである。」，「（写
真下のキャプションとして）ナショナル社のラインにおける２０個の垂直型のめっ
きセルは，亜鉛めっき及び鉄-亜鉛合金めっきの塗布に使用される。」，「ナショナ
ル社は，現在，50pct不溶性及び50pct可溶性陽極を用いている。」，「ナショナル
社他３社のラインは，硫酸塩浴を使っている。」，「クライスラー社は，１
９８６年１０月にナショナル社の鉄-亜鉛合金めっきを非外板用途で承認した。しか
し，外板用途では，Ecorse ラインの鉄-亜鉛合金めっきは未だ承認されていない。
ナショナル社の鉄-亜鉛めっき製品は，なお，表面にアスペクト（リンスパターン）
が残っている。Mr. Kingは，『アスペクトを除けば，ナショナル社の外板用の鉄-亜
鉛めっき製品は，あらゆる点ですばらしい。ナショナル社の鉄-亜鉛合金めっき製品
は，今までみた電気めっき製品の中で一番の塗料密着性をもっている。これこそ重
要な特徴である。』と述べた。」，「ナショナル社は，今年Ecorseで，クライスラ
ー社の非外板用途向けである65,000トンの鉄-亜鉛を含めて，250,000トンの電気亜
鉛めっき鋼を生産すると，ナショナル社の社員は予測している。Ecorseラインは，
１９８８年１月～５月に月間5,000トンの鉄-亜鉛をコートし，さらに６月～８月に
は月間6,000トンで行っており，１９８８年の残りの期間には最大で月間8,000トン
まで拡大しよう。」
　以上の記載によれば，ナショナル社は，１９８６年１０月にクライスラー社から
鉄-亜鉛合金めっきを非外板用途で承認され，１９８７年の早期から，硫酸塩浴を用
いて鉄-亜鉛合金めっき製品を製造して，クライスラー社に非外板用途として鉄-亜



鉛合金めっき製品を納入していること，１９８８年度途中の段階で，クライスラー
社の非外板用途向けの鉄-亜鉛合金めっき製品は年間65,000トンの生産が見込まれて
いたこと，ナショナル社の鉄-亜鉛めっき製品は，表面にアスペクトが残っているも
のの，この点，すなわち，表面外観を除けば，あらゆる点ですばらしいものである
との評価を受けていたことが認められる。
　(1-3)　一方，甲１５（本件発明の全文訂正明細書）には，「本発明は，上記従来
技術の問題点を解決し，有機物を含んだめっき液においても高電流密度めっき，め
っき液噴流の高流速めっきが可能であり，かつ電極損傷の度合いが小さい電気亜鉛
系めっき鋼板の製造方法を提供することを目的とする。」（３頁１～３行）と記載
されており，その他の記載を精査しても，本件発明１は，特に，表面外観の優れた
製品の製造を目的とするものであるとは認められない。
　(1-4)　そして，甲１１（「第３版鉄鋼便覧Ⅵ二次加工・表面処理・熱処理・溶
接」社団法人日本鉄鋼協会編，昭和５７年５月３１日発行）には，「10・2・4　複
合亜鉛めっき鋼板　a.概要　電気亜鉛めっき鋼板の耐食性や塗料密着性などの表面
特性を改善するために，Znイオンを主成分とし，Fe,Ni,Co,Cr,Mo,Sn,In,Zrイオンな
どを添加しためっき浴，有機樹脂粉末あるいは無機粉末を添加しためっき浴などに
よって，亜鉛をマトリックスとして共析させる方法である。…ここでは１９７１年
に工業化されたZn-Mo-Co複合亜鉛めっき鋼板について概説する。…b.製造法　通常
の電気亜鉛めっき鋼板と同様な製造順序に従って連続的に処理される。処理条件も
電気亜鉛めっきに準ずる。」（４１８頁）と記載されている。これによれば，上記
発行日当時において，Ｆｅ－Ｚｎ合金めっきなどの複合亜鉛めっきの製造は，亜鉛
めっきと同様の順序で行われ，処理条件も亜鉛めっきに準じて行われるものである
ことが，当業者の間で広く認識され，周知となっていたものと認められる。
  (1-5)　以上によれば，甲２－１（参考文献Ａ）は，「硫酸塩浴から満足のいく表
面外観を有する製品を製造すること」という観点から，Ｚｎ－Ｆｅ合金めっき製品
の製造の困難さを述べたものであると解され，この記載の根拠となっている甲３－
１によれば，ナショナル社は，本件出願前から，表面にアスペクトが残って表面外
観に劣るとはいえ，クライスラー社の承認を得て，非外板用途として硫酸塩浴から
得られる鉄-亜鉛合金めっき製品を製造・納入し，クライスラー社は，これを使用し
ていたことが認められるのである。そして，このことは，上記のように，本件出願
前に公刊物に紹介されている。このような事情に照らせば，本件発明１のように，
表面外観の優れためっき鋼板を製造することを目的としない場合には，甲１１に記
載された技術常識に従って，亜鉛めっきの製造方法として公知であった引用発明１
（甲１０）の方法をＦｅ－Ｚｎ合金めっきに適用してみることは，当業者が容易に
想到し得ることであるということができる。よって，審決の相違点(Ｂ)に対する判
断は誤りであるというほかない。
　(2)　参加人は，甲２－１には，満足のいく表面外観を有するＺｎ－Ｆｅ合金めっ
き以外のＺｎ－Ｆｅ合金めっきであれば製造できる旨の記載はないし，引用例１
（甲１０）の製造方法がＦｅ－Ｚｎ合金めっきに適用できることも，亜鉛めっきの
技術概念がＦｅ－Ｚｎ合金めっきの技術的概念を包含することが技術常識であるこ
とも示されていないと主張するが，既に判示したところに照らせば，この主張は採
用できない。
　(3)　参加人は，「亜鉛めっき」に代えて「Ｆｅ－Ｚｎ合金めっき」を適用するこ
との困難性を主張する。また，甲２－１でＦｅ－Ｚｎめっきでは所望のものができ
なかった旨の記載があること，甲１０に記載された亜鉛めっきの製造方法によるＦ
ｅ－Ｚｎ合金めっきの操業実績が本件出願後においてもないこと，Ｆｅ－Ｚｎ合金
めっきではめっき阻害因子であるＦｅ3+ の発生量がＺｎめっきに比べて格段に多い
ことを挙げて，甲１０の方法をＦｅ－Ｚｎ合金めっきのためのめっき液組成に変更
し，それに伴ってめっき条件を変更したとしても，必ず所望のＦｅ－Ｚｎ合金めっ
きができるとは限らないとも主張する。
　しかしながら，参加人が困難であるとする理由は，結局，種々の処理条件の違い
であると認められるところ，合金組成が異なれば処理条件に違いが生じるのは当然
である。そして，甲９の実施例に，硫酸塩浴を用いた鉄-亜鉛合金めっき方法におけ
る条件（めっき浴の組成，温度，空塔速度，電流密度等）が種々記載されているよ
うに，硫酸塩浴を用いたＦｅ－Ｚｎ合金めっきの条件は，本件出願前に既に知られ
ていたものと認められるから，仮に引用例１（甲１０）に記載された亜鉛めっきの
条件がＦｅ－Ｚｎ合金めっきに適当でないなら，これをＦｅ－Ｚｎ合金めっきに適
した条件に変更する程度のことは，当業者が通常の創作能力の範囲で行うことであ



って，参加人が主張する点は，引用例１（甲１０）の方法をＦｅ－Ｚｎ合金めっき
に適用することを妨げる要因にはなり得ない。
　そして，甲２－１の記載の趣旨については既に判示したとおりであり，また，本
件出願後においても操業実績がないことは，引用例１（甲１０）の方法をＦｅ－Ｚ
ｎ合金めっきに適用することを阻害する要因にはならないし，Ｆｅ

3+ 
の発生量が低

減できることは，後に判示するとおり，当業者に予測可能な事項である。
　よって，参加人の上記主張は，いずれも採用の限りではない。
　(4)　参加人は，甲３－１は，「縦型めっきセル」であるが，これが「液落下型の
流動セル」である根拠はないこと，甲３－１のナショナル社によるＦｅ－Ｚｎ合金
めっき製造が鉛系電極によるもので，ＩｒＯ2電極によるものではないことなども主
張する。
　しかし，前判示のとおり，(1-1)ないし(1-5)に記載した事情から，引用例１の方
法（引用発明１は，Gravitel法すなわち液落下型でＩｒＯ2電極との構成を含む。）
をＦｅ－Ｚｎ合金めっきに適用する動機付けを認めるに十分であり，甲３－１に
「液落下型の流動セル」を用い，ＩｒＯ2電極を使用して，Ｆｅ－Ｚｎ合金めっきを
することについてまで記載されていなければ，上記の適用ができないというもので
はない。上記主張も採用の限りではない。
　２　取消事由２（本件発明１のＦｅ3+ 生成速度抑制効果に対する評価の誤り）に
ついて
　(1)　原告は，「Ｆｅ3+ の生成速度」は，「単位時間当たりのＦｅ3+ の生成量」で
あると理解されるのであり，「単位通電電気量当たりのＦｅ3+ の生成量」であるな
どと理解することはあり得ないと主張する。
  しかしながら，本件明細書に添付された第３図（甲８）には，横軸を電流密度
（Ａ／ｄｍ2），縦軸をＦｅ3+ 生成速度とした図が記載されており，縦軸の「Ｆｅ3+ 
生成速度」の単位「Ｋｇ／ＫＡ・Ｈｒ」は，電流値（ＫＡ）に通電時間（Ｈｒ）を
乗じて求められる通電量（ＫＡ・Ｈｒ）で，Ｆｅ3+ 生成量（Ｋｇ）を除して得られ
る数値の単位を意味すると認められるので，本件発明１でいう「Ｆｅ3+ 生成速度」
とは，「単位通電電気量当たりのＦｅ3+ の生成量」と解するのが相当であって，原
告の主張は採用することができない。
　(2)　そこで，「Ｆｅ3+ の生成速度抑制効果」すなわち，「電流密度が増加すれ
ば，単位通電電気量あたりのＦｅ3+ 生成量が減少する」という現象が本件出願時の
当業者にとって周知の効果であったか否かについて，検討する。
  (2-1)　甲１７－１には，以下の記載がある。
  「本発明は，Ｆｅメッキ，またはＦｅ－Ｚｎ等のＦｅ系合金メッキ，あるいはＳ
ｎメッキ等の多価イオンが関与する電気メッキ方法に関する。この種の多価イオン
が関与する電気メッキを行う場合，メッキ浴中のＦｅ2+ イオン，またはＳｎ2+ イオ
ンは，陽極において，Ｆｅ2+ →Ｆｅ3+ ＋ｅ，またはＳｎ2+ →Ｓｎ4+ ＋２ｅの反応によ
って，Ｆｅ3+ またはＳｎ4+ に酸化される。特に，鉛，鉛-銀合金，または白金等の不
溶性陽極を用いると，水の電気分解によるＯ2ガス発生反応が抑制され，前記酸化反
応が優先的にかつ顕著に生じる。その結果，メッキ浴中のＦｅ2+ 濃度の変化により
（以下Ｆｅ系メッキについて主に説明する），特にＦｅ系合金メッキの場合におい
て，合金組成が変化し均一な皮膜が得られないとともに，電流効率が低下するなど
の問題点を招く。」（１頁左下欄～右下欄），
  「先に触れたように，陽極では次記（４）および（５）式の反応が生じる。
  　　Ｆｅ2+ →Ｆｅ3+ ＋ｅ　　  　　 …（４）
  　　Ｈ2Ｏ→２Ｈ

+

＋１／２Ｏ2＋２ｅ…（５）
  一般に，電流密度を上げていくと，ある電流密度で急に電位が上昇する個所があ
る。この点を限界電流密度という。本発明者らは，種々の条件の下でＦｅメッキの
場合の電流～電位の関係について調べたところ，例えば第１図に示す結果を得た。
…このような実験結果から明らかになったことは，（４）式の反応は拡散律速反応
であり，（４）式の反応が生じる限界電流密度以上の電流密度では，（４）式の反
応に消費された残りの電流は，（５）式の水の電解反応に消費されることである。
…しからば，（４）式の反応を抑制するためには，陽極の電流密度を，ある条件の
下で定められる限界電流密度より高めればよい。…陽極で生成するＦｅ3+ 量，すな
わち陽極での反応のうち全電気量に対する陽極酸化の割合（陽極酸化効率）を所望
の７５％以下とするためには，陽極の電流密度を６０Ａ／ｄｍ2以上とするのがよい
と判明した。」（２頁右下欄～３頁右上欄）



  (2-2)　甲１８（１頁左下欄～右下欄，２頁左下欄～３頁左上欄，３頁左下欄）に
も，甲１７－１の上記記載とほぼ同様の事項が記載されている。
  (2-3)　以上の甲１７－１，１８の記載によれば，不溶性電極を用いると，飽和電
流密度を超える電流密度において，単位通電電気量当たりのＦｅ3+ 生成量が減少す
るという現象が生じることは，本件出願時に既に知られていたことが認められる。
  そうすると，本件明細書に添付の第３図に示された，高い電流密度において単位
通電電気量当たりのＦｅ3+ の生成量が減少するという本件発明１の効果は，本件発
明１が不溶性電極を用いている以上，当業者が合理的に予測できる効果にすぎない
というべきである。この点に関する審決の認定判断は誤りである。
　(3)　参加人は，本件発明１に係るＦｅ3+ 生成速度抑制効果と，甲１７－１に開示
されたデータとを対比し，本件発明１に係るＦｅ3+ 生成速度抑制効果は，Ｆｅ3+ 生
成量低減効果の点において，甲１７－１に開示された従来技術と同質のものを包含
するが，その程度は当業者の予測を超えて著しく高いことが明らかであって，甲１
７－１は，Ｆｅ3+ 生成量低減効果を有すると定性的にはいえるが，本件発明１のよ
うにＩｒＯ2電極を選択すれば，Ｆｅ3+ 生成量低減効果が著しく高まるという定量的
観点において，両者はその効果を異にするので，甲１７－１により，本件発明１の
効果の特別顕著性は否定されないと主張する。
  検討するに，本件明細書の第３図のデータ（ＩｒＯ2電極）と甲１７－１の第１表
のデータ（鉛系電極）とを対比すると，めっき液の組成は，前者においては，Ｚｎ
ＳＯ4・７Ｈ2Ｏが３５０±２０ｇ／ｌ，ＦｅＳＯ4・７Ｈ2Ｏが１５０±１０ｇ／ｌ，
酢酸ソーダが２０±５ｇ／ｌ，Ｎａ2ＳＯ4が３０±１０ｇ／ｌであるのに対し，後
者においては，ＺｎＳＯ4・７Ｈ2Ｏが１２５ｇ／ｌ，ＦｅＳＯ4・７Ｈ2Ｏが２５０ｇ
／ｌ，Ｎａ2ＳＯ4が７５ｇ／ｌであること，後者においては，めっき液流速が２ｍ
／sec又は５ｍ／secであり，Ｆｅ3+ 濃度が１～３ｇ／ｌ又は５～１０ｇ／ｌである
のに対し，前者においては記載がないことの点で異なることが認められる。ところ
で，甲１７－１における「回転ディスク電極の回転数を変えて，即ち浴の攪拌条件
を変えて，Ｚ２の領域の限界電流密度がどのように変化するかを調べたのが第２図
である。この結果から明らかなことは回転数が高いほど即ち攪拌が大であるほど限
界電流密度が大きくなることである。」（３頁左上欄），「Ｆｅ3+ 濃度が低いほど
限界電流密度が大きくなることである。」（３頁右上欄）との記載によれば，めっ
き液流速やＦｅ3+ 濃度の違いが限界電流密度の大きさに影響を及ぼすことが認めら
れる。そうすると，上記のような違いのある両者のデータを比較しても，電極自体
の差異による単位通電電気量当たりのＦｅ3+ 生成量の低減効果の違いを定量的に比
較したことにはならない。よって，本件明細書の第３図と甲１７－１第１表のデー
タとの対比によって，本件発明１が参加人主張のような効果を奏すると認めること
はできない。
　(4)　参加人は，甲１３，乙１７の記載から，高電流密度条件下におけるＩｒＯ2

電極を用いた場合の単位通電電気量当たりのＦｅ3+ 生成量の低減効果は，本件出願
当時Ｆｅ－Ｚｎ合金めっきに多用されていた鉛系電極を上回るものであることがわ
かると主張する。
　しかし，甲１３には，「そこで，ＩｒＯ2電極とＰｂ-0.5％Ａｇ電極とでＦｅ3+ イ
オン生成速度にどの程度相違があるか，を調査した。…Ｆｉｇ．３に酸化効率と電
流密度の関係を示す。…この結果より，高電流密度で電解する限り，Ｆｅ3+ イオン
生成に関してＩｒＯ2電極がＰｂ-0.5％Ａｇ電極より不利となることはないと言え
る。」（６７頁左欄～６８頁左欄）と記載されており，Ｆｉｇ．３によれば，陽極
電流密度７０Ａ／ｄｍ2における酸化効率は，ＩｒＯ2電極の方がＰｂ-0.5％Ａｇ電極
より若干低いことが認められるものの，電流密度５０Ａ／ｄｍ2における酸化効率
は，むしろＩｒＯ2電極の方がＰｂ-0.5％Ａｇ電極より若干高いか少なくとも同程度
であることが認められる。また，乙１７によれば，鉄-亜鉛めっき時の浴中のＦｅ3+ 

イオン濃度は，電流密度７０Ａ／ｄｍ2において，ＩｒＯ2電極の方がＰｂ-0.5％Ａｇ
電極より低く，有利であることが認められるにすぎない（【0008】，【0009】図
１，図２）。そうすると，甲１３及び乙１７の記載から，電流密度５０Ａ／ｄｍ2～
２００Ａ／ｄｍ2を構成要件とする本件発明１が，規定された電流密度の全範囲にお
いて，鉛電極を用いた場合に比べ，単位通電電気量当たりのＦｅ3+ 生成量を定量的
に顕著に低減するという効果を奏すると認めることはできない。
　(5)　参加人は，本件発明１は，Ｆｅ3+ 生成速度抑制効果と電極の長寿命化を両立
させた効果を有するとも主張する。
　しかしながら，本件訂正明細書（甲１５）に「酸化イリジウムを主成分とする被



覆層は，高電流密度，高めっき液噴流流速の苛酷なめっき条件においてその溶解量
は極めて少なく，まためっき液に有機物の添加剤が含まれていてもその効果は変わ
らない。本発明は，このように消耗度が小さい被覆層を形成させた電極を使用し，
その効果が特に発揮される苛酷なめっき条件による電気亜鉛系めっき鋼板の製造方
法を提供するものである。」（３頁３段落）と記載されていることからすると，
「電極の長寿命化」の効果は，高電流密度，高めっき液噴流流速の過酷なめっき条
件であっても，酸化イリジウムを主成分とする被覆層が形成された電極を用いるこ
とによって奏される効果であると認められる。そうすると，「電極の長寿命化」の
効果は，電流密度，めっき液噴流流速の点，及び酸化イリジウムを主成分とする被
覆層が形成された電極を用いるという点で本件発明１と一致している引用例１（甲
１０）においても，当然に奏される効果であると解されるから，引用発明１（甲１
０）と比較して，本件発明１の有利な効果であると認めることはできない。また，
「Ｆｅ3+ 生成速度抑制効果」は，前判示のとおり，甲１７－１，１８から当業者が
予測可能なものにすぎない。したがって，上記二種類の効果を合わせても，本件発
明１の引用発明１に対する進歩性を肯定するに足りるような効果であるとはいえな
い。
　(6)　取消事由２に関する当事者の主張は，多岐にわたるが，上記説示した点にお
いて審決の認定判断は誤りであり，原告のその余の主張について判断するまでもな
く，審決は取り消されるべきである。なお，上記のほか，参加人の主張を精査して
も，審決の上記認定判断の誤りにもかかわらず，審決の結論を維持すべき事由を見
いだすことはできない。
　３　結論
　以上のとおり，原告主張の取消事由１，２はいずれも理由があるので，審決のう
ち，本件発明１に関する部分は，取消しを免れない（なお，参加人の準備書面中に
は，相違点(Ａ)，(Ｃ)について，審決の判断に誤りがあることをいう部分がある。
この点は，特許の無効を妨げるべき主張であると解されるものの，本件審判の手続
の経緯及び当裁判所における当事者双方の主張立証の状況にかんがみると，直ちに
当裁判所で判断するのではなく，更に審判で審理を尽くさせるのが相当であ
る。）。
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